
看護学研究科看護学専攻 

2023 年度 第Ⅱ期入学試験 専門科目 

（一般入試・社会人特別入試共通） 



専門科目 

 

 

 

 

 

 

問題 1 （看護マネジメント分野） 
 
労働安全衛生を確保するための基本的アプローチ（管理要素）について、600

字以内で述べなさい。 

 

 

 

 

問題 2 （コミュニティ看護分野） 
 
精神科病棟に長期入院（１年以上の入院）患者の自己決定支援の意義と看護に

ついて 600字以内で説明しなさい。 

 

 

 

 

 

問題 3 （ウィメンズヘルス看護学分野） 
 
更年期の女性の健康増進について、現状と課題を 600字以内で述べなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各自の専攻分野の問題と他の分野から 1 問選択し、合計 2 問を解答用紙に

解答しなさい。 

(※選択した問題番号を解答用紙の所定の場所に記入しなさい。） 
 



看護学研究科看護学専攻 

2023 年度 第Ⅱ期入学試験 小論文 

（一般入試・社会人特別入試） 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の文章を読み、労働者が健康で充実した生活を送るための年次有

給休暇の取得に関して、看護の中での課題と改善するための方策につい

て、あなたの考えを 800 字以内で述べなさい。 

 

正社員等の労働時間は 2,000 時間前後で推移しており、依然として労働

時間は短縮していない。年次有給休暇の取得率は 5 割を下回った状態であ

る。労働者が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るために

は、原則として労働者がその取得時季を自由に設定できる年次有給休暇

の取得が必要不可欠である。 

また、育児・介護等に必要な時間の確保にも資すると考えられる。特

に、労働者が仕事を重視した生活設計をすることにより、労働が長時間

に及ぶ場合においては、年次有給休暇の取得が健康の保持のために重要

である。 

しかしながら、年次有休暇については、周囲に迷惑がかかること、後

で多忙になること、職場の雰囲気が取得しづらいこと等を理由に、多く

の労働者がその取得にためらいを感じている。逆に、その取得にためら

いを感じない労働者がその理由として掲げているのは、職場の雰囲気が

取得しやすいこと等となっている。 

労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が、取得が

進んでいない労働者に対して年次有給休暇が取得できるよう働きかける

必要がある。 

 

（厚生労働省ホームページ「労働時間等見直しガイドライン」（労働時間

等設定改善指針）より一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

著作権法に基づき公開しておりません。 
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